
 

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  
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東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 
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１ 小学生通学時の

自転車を利用した

通勤・通学の通行

について 

 

今年度４月より改正道路交通法が施行され、自

転車の交通ルール遵守に対する意識の向上が強く

求められている。 

一方で、町内の主要道路における自転車の通行

ルールは現状、通行人から見て非常に分かりにく

く、危険な状況が散見される。 

町内を管轄する愛知警察署と連携し、ルールの

明確化と徹底を求め、町の考えを伺う。 

⑴ 愛知警察署に対し、児童が歩道を通学する時

間帯における「自転車の車道走行」や「自転車

から降りて押して歩く」といった配慮の徹底を、

通学路沿いの企業や高等学校へ周知・指導する

よう働きかけるべきと考えるが、町の見解を伺

う。 

⑵ 歩行者の安全を守るため、自転車が歩道を通

行すべきか否かが明確に判別できるよう、愛知

警察署に対し、標識の増設を要望すべきと考え

るが、いかがか。 

⑶ 特に通学路においては、警察による定期的な

街頭指導や、ルール遵守を促す啓発活動を強化

するよう、本町から愛知警察署へ強く要望すべ

きと考えるが、町の考えを伺う。 
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